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平成２６年（行ウ）第８号ほか 

原告  原告１－１ほか 

被告  国ほか 

本年１０月１２日付被告福島県の意見に対する意見書 

 

２０１９年１１月２９日 

福島地方裁判所民事部 御中         

 

原告ら訴訟代理人 弁護士  柳 原  敏 夫 

ほか１８名   

   

被告福島県の本年１１月１２日付「原告らの２０１９年１０月２３日付質問

項目に関する上申書に対する意見」（以下、本書面という）に対する原告らの意

見は以下の通りである。 
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１、請求原因事実との関連性 

 本書面１及び２において、被告福島県は、鈴木眞一氏の福島県民健康調査の

「甲状腺検査」に関する証言（以下、鈴木証言という）は本訴（但し、国家賠

償訴訟についてだけ）の請求原因事実との関連性が認められない旨主張する。 

しかし、既に原告準備書面（４３）第１（２～５頁）、同（５９）２（４～５

頁）及び本年８月２６日付証人採否に関する意見書（１）第１（２～３頁）で

主張した通り、鈴木証言は本訴の行政訴訟及び国家賠償訴訟の両方につき、そ
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の請求原因事実を証明するものであることは明らかであるが、再度、これまで

の主張を整理した上で、以下に再掲する。 

(1)、行政訴訟 

県内子ども原告らの請求の趣旨は、被ばくによる生命、身体及び健康への侵害

の危険のない安全な環境（地域）で教育の実施（作為及び不作為）を求める給

付請求、及び上述の安全な環境（地域）で教育を受ける権利の確認を求める確

認請求であり（以下、これらを総称して、本請求という。平成２８年２月１０

日付訴えの追加的変更申立書参照）、本請求は言うまでもなく、「現時点にお

いて」被ばくによる生命、身体及び健康への侵害の危険のない安全な環境の下

で教育を受ける権利の保障を求めるものに基づくものである。 

従って、「現時点における、被ばくによる生命、身体及び健康への侵害の危険

を裏付ける情報」こそ、本請求の成否を判断する上で最も重要な事実である。

この点、小児甲状腺がんはチェルノブイリ事故で被ばくによる住民の健康被害

として認められた病気であり、その原因としてヨウ素１３１だけでなく、半減

期約３０年のセシウム１３７によるものでもある可能性が高いことは原告準備

書面（５９）１（ユーリ・バンダジェフスキー「放射性セシウムが人体に与え

る医学的生物学的影響」〔甲Ｂ１３７〕１５頁）で主張した通りである。従って、

福島県民健康調査の甲状腺検査における小児甲状腺がんの「悪性ないし悪性疑

い」の症例数（以下、本件症例数という）、再発や転移などの症状・症例数、

多発の評価及び本件症例数と被ばくとの関連性などの事実は「現時点における、

被ばくによる生命、身体及び健康への侵害の危険を裏付ける最も重要な情報」

である。よって、これらの事実については、福島県民健康調査の甲状腺検査に

おける小児甲状腺がんの手術に最も関与している鈴木眞一氏に証人尋問するこ

とにより真相解明が期待できるものである。 

(2)、国家賠償訴訟 

 次に、福島原発事故当時に福島県内で居住していた子どもたちのうち、何人

に小児甲状腺がんが発症しているかは、国賠訴訟の関係でも重要な事実である。

国賠訴訟の原告らは、子どもたちに安定ヨウ素剤を服用させる機会を与えられ

ることもなく、被告国や被告福島県の無為無策によって無用な被ばくをさせら

れてしまったことに心を痛めている。無用な被ばくによる健康影響は、チェル
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ノブイリ原発事故の例をみても、小児甲状腺がんに限られるものではないが、

それでも、福島県全体において、被ばくを原因とする小児甲状腺がんが発症し

ているか否かは、その精神的苦痛に客観的根拠があるか否かを判断する上で重

要なメルクマールである。被ばくを原因とする小児甲状腺がんの発症が否定で

きるのであれば、原告らの精神的苦痛はひとまず杞憂であったと考えることが

できるかもしれないが、これが否定できないのであれば、自分の子どもが小児

甲状腺がんその他被ばくを原因とする様々な疾患にり患するかもしれないとい

う精神的苦痛を抱いていることについて、具体的な根拠があることになる。し

たがって、本件症例数、再発や転移などの症状・症例数、多発の評価及び本件

症例数と被ばくとの関連性などの事実は、本件国賠訴訟の請求原因事実におい

ても、極めて重要な事実である。 

 

２、説明責任と取材対応について 

 本書面３において、被告福島県は、《鈴木眞一氏自身の説明責任、取材対応に

ついて問うものであり、国、県に対する請求原因と全く関連しない》と主張す

る。 

 しかし、原告が鈴木氏に問うているのは、例えば２０１５年５月まで、彼が

福島県の甲状腺検査の実施主体である福島県立医科大学の検査責任者という立

場であったことを踏まえて、甲状腺検査の実施者をいわば代表する立場として

彼に説明を求めているものであって、この立場を離れて彼個人の説明を求めて

いるものではない。また、２０１５年５月以降も引き続き「甲状腺検査」の「診

断基準等検討部会」「病理診断コンセンサス会議」に出席して「甲状腺検査」の

重要な業務を担当している立場にあることを踏まえて、あくまでもその立場に

基づいて彼に説明を求めているものである。 

 

３、原告らが提出した質問項目の目的 

本書面４において、被告福島県は、原告らが提出した質問項目について、《こ

のまま尋問を実施するとすれば、相当の尋問時間を要することになる》と主張

する。 
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 しかし、１１月１３日の進行協議の席上原告より説明した通り、原告らが提

出した質問項目の目的は、本番の証人尋問を実効性あるものにするため、尋問

の前提となる事実関係を確認するためである。そこで、尋問前に作成される鈴

木氏の陳述書中に原告の質問項目に対応した適切な回答が記載されていれば、

証人尋問においてはこれらの前提事実を踏まえた本質的な尋問に集中すること

が可能になる。 

 

４、原告の質問項目に対する回答が記載された鈴木氏の陳述書について 

本書面５において、被告福島県は、原告らが提出した質問項目について、《今

回原告らが提出した質問項目は、被告福島県に対する請求原因と関連しない内

容のものがほとんどであり、被告福島県として、このような質問項目にかかる

陳述書を提出する必要性は認めがたい》と主張する。 

 しかし、前記１で述べた通り、鈴木証言は本訴の行政訴訟及び国家賠償訴訟

の両方につき、その請求原因事実を証明するためのものであり、請求原因事実

と関連性が認められることは明らかである。そして、原告らが提出した質問項

目は鈴木証言を引き出す本番の証人尋問を実効性あるものにするため、尋問の

前提となる事実関係を確認するためのものである。この意味で、裁判所が強く

望む「実効性のある証人尋問」の実現にとって、原告らが提出した質問項目に

対応した適切な回答が記載された鈴木氏の陳述書の作成は必要不可欠である。 

 また、このような鈴木氏の陳述書の作成に対し、被告福島県は、《原告らの質

問はより探索的な内容のものとなることが懸念される》と主張するが、実際は

正反対である。事前に、尋問の前提となる事実関係を確認できていれば、それ

以上探索的な尋問は不要であり、これらの前提事実を踏まえて、本質的な尋問

に集中できるからである。 

以 上 

 

 

 

 


